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普段は信号機に従って通行している交差点ですが、災害や催事などの交通事情により、警察官や交通 

巡視員が手信号や灯火による交通整理を行うことがあります。また、方向指示器などの灯火類が故障し 

た場合、ドライバーは自分の腕を使って右左折などの合図をする必要があります。そこで今回は、手信 

号等の意味や腕による合図の方法についてまとめてみました。      
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腕を横に水平に上げているときや灯火を横に振っているとき 

警察官または交通巡視員が、腕を横に水平に上げ 

た状態（腕をおろし、身体の方向を変えないで交通 

整理をしている状態を含む）や、灯火を横に振って 

いるとき。 

●横に水平に上げた腕（腕をおろした場合において 

は、身体の正面。以下同じ）や振られている灯火 

に平行する交通については、青信号の意味と同じ。 

●横に水平に上げた腕や振られている灯火に対面す 

る交通については、赤信号の意味と同じ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※矢印の色が信号の色を表しています。 

腕を垂直に上げているときや灯火を頭上に上げているとき 

 警察官または交通巡視員が、腕を垂直に上げた状 

態（横に水平に上げた腕を垂直に上げ、または垂直 

に上げた腕を横に水平にもどすまでの間の状態を含 

む）や、灯火を頭上に上げているとき。 

●腕や灯火を上げている身体の正面に平行する交通 

 については、黄信号の意味と同じ。 

●腕や灯火を上げている身体の正面に対面する交通 

 については、赤信号の意味と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※矢印の色が信号の色を表しています。 

交差点以外の場所での停止位置 信号機の信号と異なる手信号等の場合 

警察官または交通巡視員 

が交差点以外で、横断歩道 

や自転車横断帯、踏切もな 

いところで手信号等を行っ

ている場合は、その１メー 

トル手前で停止しなければ 

なりません。 

 
 警察官または交通巡視員の手信号や灯火 

による信号が、信号機の表示する信号と異 

なっている場合には、手信号や灯火による 

信号が優先になります。警察官または交通 

巡視員の指示に従いましょう。 

 

 

 

 

＜人＞  車  道路 

安全運転のポイント    



  

 

 右左折や転回、進路変更、徐行や停止、後退の合図は、通常、方向指示器や制動灯、後退灯の灯火類 

を使用しますが、万一それらが故障などにより正常に作動しなくなった場合には、腕による合図を行い 

ます。自車の運転行動を周囲の車に確実に伝えるため、また、腕による合図を出している車の行動を正 

確に理解するためにも、それぞれの合図の方法を覚えておきましょう。 

 

左折時・左側への進路変更時 右折時・転回時・右側への進路変更時 

  

左腕を車体の左側の外に出して水平にのばすか、 

もしくは右腕を車体の右側の外に出してひじを 

垂直に上に曲げる。 

右腕を車体の右側の外に出して水平にのばすか、 

もしくは左腕を車体の左側の外に出してひじを 

垂直に上に曲げる。 

【合図を行う場所・時期】 

●右左折時・転回時：右左折や転回しようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき。 

●進路変更時：進路を変更しようとするときの３秒前。 

徐行時・停止時 後退時 

  

腕を車体の外に出して斜め下にのばす。 

 

腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、 

手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かす。 

【合図を行う時期】 

●徐行や停止をしようとするとき。 

【合図を行う時期】 

●後退しようとするとき。 
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